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 平成28年度 松江市社会福祉法人・施設等指導監査の実施結果の概要 

 

1. 社会福祉法人及び社会福祉施設等に対する指導監査の実施状況 

(1) 実施期間 

平成 28年 6月から平成 29年2月まで 

 

(2) 一般指導監査 

   実地監査(調査)                      

52 27 22 81.5% 81
一般法人 51 27 22 81.5% 81
社会福祉協議会 1 0 0 - 0

82 81 65 80.2% 222
認可保育所(公設公営) 11 11 6 54.5% 11
　　〃　　(公設民営) 5 5 5 100.0% 13
　　〃　　(私立) 55 55 52 94.5% 195
認可外保育施設(事業所内) 7 7 2 28.6% 3
　　 〃 　　(事業所内以外) 1 1 0 - 0
児童館 3 2 0 - 0

33 5 4 80.0% 14
養護老人ホーム 2 0 0 - 0
軽費老人ホーム 6 0 0 - 0
有料老人ホーム(住宅型) 25 5 4 80.0 14

167 113 91 80.5% 317
※所管法人・施設数は、H28.4.1現在
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 (3) 特別監査(調査) 

   実施なし 

 

(4) 指導監査の実施体制 

松江市健康福祉部監査指導課職員が実施 

 

(5) 指導監査における留意事項(実施方針) 

平成 28年度の指導監査の実施に当たっては、次の事項に特に留意して実施した。 

①関係法令、通知、定款及び諸規程の遵守並びに内部統制の確立による適正な法人運営、施設経営の確保 

②入所者、利用者の人権と安全及び適切な処遇の確保 

③職員の意欲向上につながる就業環境の確保 

④法人運営費及び施設運営費の適正な執行管理 

 

 (6) 指導監査結果の概要 

  ①特別監査 

   実施なし 

 

②一般監査(調査) 

○社会福祉法人 

     特に法人運営に大きな影響を及ぼすような不適正な事項は認められなかった。なお、指導監査に当たっては、

法人運営の確認のほか、適正な会計処理について重点的に指導を行った。 

各法人の改善を要する事項については、1ヶ月の期限を付して改善状況の報告を求め、挙証資料により改善状

況の確認を行った。また、期限までに改善できない事項については、改善計画の提出を求め、事後指導により

改善の徹底を図った。 

資料 1 
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   ○児童福祉施設等(保育所等) 

特に施設運営及び児童の処遇に大きな影響を及ぼすような不適正な事項は認められなかった。なお、指導監

査に当たっては、設備運営基準や運営費の経理等の確認のほか、安全管理や衛生管理について重点的に指導を

行った。 

各施設の改善を要する事項については、1 ヶ月の期限を付して改善状況の報告を求め、挙証資料により改善

状況の確認を行った。また、期限までに改善できない事項については、改善計画の提出を求め、事後指導によ

り改善の徹底を図った。 

 

○老人福祉施設等 

施設運営に大きな影響を及ぼすような不適正な事項は認められなかった。なお、指導監査に当たっては、設

備運営基準等について重点的に確認を行った。 

各施設の改善を要する事項については、1 ヶ月の期限を付して改善状況の報告を求め、挙証資料により改善

状況の確認を行った。また、期限までに改善できない事項については、改善計画の提出を求め、事後指導によ

り改善の徹底を図った。 

 

   ③社会福祉法人等に対する研修の実施による指導 

○社会福祉法人指導監査説明会に合わせ、実務研修会を実施した。 

○法改正に的確に対応できる体制を確立することを目的として、社会福祉法人制度改革説明会を実施した。 

○平成 29年度から運用開始となる社会福祉法人財務諸表電子開示システム、及び法改正に伴い必要となる社会

福祉充実計画策定の考え方・留意事項について、研修会を実施した。 

 

(7) 平成 28年度の主な指摘事項 

①社会福祉法人 

○登記すべき事項について、法定期限内に手続されていない。 

◯役員改選関係書類の内容に不備がある。 

○監事監査にあたって、実効ある監査を行うための取組みがされていない。 

○理事会議事録について、議事が正確に記録されていない。 

○新会計基準に基づく経理規程に不備がある。又は経理規程と実務が乖離している。 

○会計責任者、出納職員等に対して、任命行為がなされていない。 

○財務諸表に、経理規程で定める記載が必要な注記事項を記載してない。 

○一者からの見積書により随意契約が締結されているが、一者とした理由等が伺文書等で明確になっていない。 

○自動更新条項のある契約について、更新時に契約更改についての理事長又は契約担当者の承認を得ていない。 

   

 ②児童福祉施設等(保育所等) 

    ○事故発生時の市町村等への報告がされていない。 

    ○調理従事者及び乳児担当者の検便が毎月 1回以上実施されていない。 

    ○地震の際の棚等の転倒転落の危険がある。 

    ○苦情解決第三者委員を複数配置していない。 

    ○サービスの自己評価等サービスの質向上のための取組みを行っていない。 

    ○規定に基づいた旅費の支払いがされていない。 

    ○経理規程に基づく会計処理がなされていない。 

    ○会計責任者、出納職員等に対して、任命行為がなされていない。 

    ○前期末支払資金残高の取崩しについて、根拠通知に基づいた必要な手続きが行われていない。 

     

③老人福祉施設等 

    ◯運営懇談会の設置がされていない。 

    ◯預り金について、管理規程等が定められていない。 

    ◯他事業所との兼務職員について勤務時間が明確にされていない。 

    ○各種マニュアルについて、整備及び見直しが行われていない。 
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2. 介護保険事業者に対する指導及び監査の実施状況 

 (1) 実施期間 

   平成 28年 7月から平成29年 3月まで 
 

(2) 指導 

   ①実地指導 

26 4 3 75.0 5

18 2 2 100.0 4

8 2 1 50.0 1

375 82 71 86.6 199

75 18 16 88.9 40

2 0 0 - 0

25 3 3 100.0 3

3 1 1 100.0 1

94 25 24 96.0 80

12 3 3 100.0 4

80 13 10 76.9 31

23 6 4 66.7 12

23 6 4 66.7 12

19 2 2 100.0 4

10 2 1 50.0 1

9 3 3 100.0 11

401 86 74 86.0 204
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  ※所管施設・事業所数は、H28.4.1現在(介護予防を除くが、介護予防通所介護については事業所数に含める。) 

  ※１法人（1施設、1事業所）について厚生労働省との合同指導を実施した。 

 

   ②集団指導 

    全事業所を対象に実施（島根県との合同実施） 

 

(3) 監査 

    １法人について実施 

 

(4) 指導及び監査の実施体制 

   松江市健康福祉部監査指導課職員が実施 

 

(5) 指導及び監査における留意事項(実施方針) 

 平成 28年度の指導及び監査の実施に当たっては、次の事項に特に留意して実施した。 

   ①介護保険施設及び事業者の育成支援を基本とした介護給付・予防給付等対象サービスの質の確保と向上 

  ②保険給付の適正化 

  ③利用者の自立支援並びに尊厳の保持を念頭においた利用者の人権と安全及び適切な処遇の確保 
 

(6) 指導及び監査結果の概要 

  ①実地指導 

   ○介護保険施設 

    施設運営に大きな影響を及ぼすような不適正な事例は認められなかった。なお、指導に当たっては、各施設

での身体拘束廃止及び高齢者虐待防止に対する取組み、ケアプランを中心とした一連のサービス提供及び認知

症ケアに対する理解について、重点的に指導を行った。 

各施設の改善を要する事項については、1 ヶ月の期限を付して改善状況の報告を求め、挙証資料により改善

状況の確認を行った。また、期限までに改善できない事項については、改善計画の提出を求め、事後指導によ

り改善の徹底を図った。 

○居宅サービス事業所 
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不十分な制度理解や誤解による誤った報酬請求や、報酬請求に必要な手続きが十分行われていない事案があ

り、報酬請求指導を行った。このほか、人員及び設備運営基準について確認を行った。 

各事業所の改善を要する事項については、1ヶ月の期限を付して改善状況の報告を求め、挙証資料により改

善状況の確認を行った。また、期限までに改善できない事項については、改善計画の提出を求め、事後指導に

より改善の徹底を図った。 

 

②集団指導 

    介護保険制度の理解を目的に集団指導を実施した。 

    ○在宅サービス 

     制度改正の説明、実地指導における不適切な事例の発表 

    ○施設サービス 

     制度改正の説明、防犯対策、非常災害対策等について説明、実地指導における不適切な事例の発表 

 

 (7) 平成 28年度の主な指摘事項 

   ①介護保険施設 

    ◯兼務のある職員のそれぞれの業務、勤務時間が、勤務表上で区分されていない。 

    ○非常災害対策について、計画に基づく避難訓練の実施がされていない。 

    ○医薬品の適正な管理が行われていない。 

 

   ②居宅サービス事業所 

    ◯兼務のある職員のそれぞれの業務、勤務時間が、勤務表上で区分されていない。 

○運営規程の改正が適切に行われていない。 

    ◯発行する領収証に医療費控除の対象となる額が適切に記載されていない。 

◯提供するサービスの質の自己評価は行われているが、改善に向けた取り組みがなされていない。 

    ◯事業ごとに会計が区分されていない。 

    ○居宅介護支援から始まり個別サービス実施に至る一連のプロセスが十分に理解されていない。 

    ○居宅サービス計画と個別サービス計画の連動が十分に図られていない。 

    ◯訪問介護の請求について、適切な区分で請求されていない事案が見受けられた。 

    ○各種加算の算定に当たって、算定要件が十分に理解されていない。 
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